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大阪市動物愛護推進会議事務局  

(大阪市健康局健康推進部生活衛生課)  

 

令和３年度 大阪市動物愛護推進員研修会について 

 

寒冷の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申しあげます。 

平素は、本市動物愛護管理行政に御理解、御協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、標題について、動物愛護推進員の活動に必要な知識向上のため、毎年、大阪

府動物愛護推進員研修会と合同で開催しておりましたが、今年度の研修につきまして

も、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、資料配布及び研修用講義動画の視聴

をもって研修に代えさせていただきます。 

皆様におかれましては、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 多頭飼育対策に関する研修用講義動画の視聴及びアンケートについて 

  犬猫の多頭飼育に起因する様々な問題が全国で取り上げられる中、大阪市におい

ても多頭飼育問題は散発しています。大阪市も、「理由なき犬猫の殺処分ゼロ」に向

けた取組みを推進しており、多頭飼育は周辺の生活環境の悪化や虐待に繋がる可能

性があるなど、重要な課題として認識しており、動物愛護推進員の皆様のお力をお

借りして円滑に問題に対応できる体制を構築していきたいと考えています。 

  そこで、ペットを飼育している、支援が必要な個人、または家族に対し、ペット

との切り離しを行わずに多機関が連携して支援を実施する「人もねこも一緒に支援

プロジェクト」の代表として多頭飼育のケースに多数関わった経験をお持ちの小池

英梨子氏に、多頭飼育の問題点と対策等について実際の事例を交えながら講義して

いただき、その様子を動画にして YouTube にアップロードいたしました。 

  つきましては、推進員の皆様におかれましては、当動画を御覧いただき、今後の

活動における参考にしていただければと存じます。また、視聴後にアンケートに御

協力いただければ幸いです。 

  動画の視聴方法とアンケートについては別紙資料を御覧ください。 

 

資料１：令和３年度動物愛護推進員研修会講義動画の視聴に関する御案内 

資料２：受講後アンケート  



 

２ 「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みについて 

  本市では、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」を達成するため、令和元年度から健康局

運営方針として重点的に取り組む主な経営課題に、犬猫の殺処分数を前年度比 25％

削減することを掲げています。 

令和２年度の犬猫の殺処分数は 406 匹となり、令和元年度の 524 匹から 22.5％

の削減となり、単年度で 25%削減の継続には至りませんでしたが、平成 30 年度か

らの取組みとしての中長期的視点からは、おおむね順調に推移しています。 

（参考）大阪市 HP「令和２年度 健康局運営方針」 

    https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000545187.html 

 

・ 令和２年度犬猫の収容及び処分の内訳 

 収容数 
返還数 譲渡数 

殺処分数 

所有者判明 所有者不明 分類① 分類② 分類③ 

犬 
成犬 28 35 10 46 2 0 3 

哺乳 0 0 0 0 0 0 0 

猫 
成猫 85 209 1 142 40 0 111 

哺乳 0 420 0 170 19 206 25 

 分類①：譲渡することが適切ではない（治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等） 

 分類②：①以外の処分（譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難） 

 分類③：引取り後の死亡 

 

・ 令和２年度「所有者不明猫適正管理推進事業」実施結果 

実施年度 指定地域 
実施匹数 

雄 雌 合計 

令和２年度 170 381 376 757 

 

 



 

３ 「大阪市動物愛護推進員設置要領」の一部改正について 

  令和２年 11 月にもお知らせしたところですが、大阪市動物愛護推進員制度を積

極的に活用し、地域における多頭飼育や高齢者による動物飼育等の実態を把握し、

啓発等の対策を行うことを目的として、令和２年 10 月 28 日に「大阪市動物愛護推

進員設置要領」を一部改正しております。 

  当改正により、動物管理センター所長の推薦として、本年４月１日から動物愛護

推進員を８名増員しております。また、活動報告を年一回から随時報告としており

ますので、動物愛護推進員としての活動を行われた際は、「動物愛護推進員活動報

告書」により随時御報告をお願いします。 

 

・ 資料３：「大阪市動物愛護推進員設置要領」（改正後） 

 

４ 「大阪府動物愛護管理推進計画」の改定について 

大阪府では、令和２年６月に「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進

するための基本的な指針」が改定されたことを受け、府民一人ひとりが動物の命の

尊さ・大切さに気付き、動物を愛護する心を育むため、令和３年４月「大阪府動物

愛護管理推進計画」を改定いたしましたので、御報告いたします。 

 

 〔大阪府動物愛護管理推進計画の主な内容〕 

  ・目 的：社会全体で殺処分がゼロとなることをめざし、人と動物が共生する

社会の実現を図る。   

  ・計画期間：令和３年度から令和 12 年度（10 年間） 

  ・目 標 値：犬猫の殺処分数を令和元年度比 50％削減（平成 30 年度比 63％削減

に相当） 

 

・ 資料４：「大阪府動物愛護管理推進計画の概要」 

*本文を掲載している大阪府のホームページを QR コード→

で案内いたします。 

 

大阪府における令和 2 年度犬猫の収容及び処分の内訳（政令市・中核市を除く） 

 収容数 
返還数 譲渡数 

殺処分数 

所有者あり 所有者不明 分類① 分類② 分類③ 

犬 
成犬 62 65 44 65 13 0 0 

子犬 0 0 0 2 0 0 0 

猫 
成猫 96 85 0 32 88 17 47 

子猫 22 270 0 87 22 165 22 

分類①：譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等) 

 分類②：①以外の処分（譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難） 

 分類③：引取り後の死亡 

 



 

５ 動物愛護週間行事「アニマル ハーモニー大阪のつどい 2021 おおさか動物愛護週

間 あにまらいぶ!!」の実施報告 

 

「おうちとペット」をテーマとした写真をインスダグラムやメールで 8 月 18

日から 9 月 7 日まで募集したところ、合計 224 件の御応募をいただきました。 

いただいた写真の一部は、9 月 20 日から 9 月 26 日までの間、大手前庁舎（24

点）、咲洲庁舎（45 点）、動物愛護管理センター（124 点）の各所で展示しました。

また、公民連携協定を締結している企業の協力により、応募写真の一部でカレン

ダーを作成しており、写真採用者に対しては、カレンダーを贈呈いたしました。 

 

 また、9 月 20 日には、インスタグラムで「あにまらいぶ!!」と題したインスタ

ライブを配信し、動物愛護管理センターの施設や事業、展示している写真などを

紹介させていただきました。最高で 175 名の方に御視聴いただき、アーカイブ配

信中の再生回数は 2,061 回となりました。 

 

御協力いただきありがとうございました。 

 

 

 


